
11
・
12
月
は
市
町
村
税
・
県
税
滞
納
整
理
月
間

差
し
押
さ
え
不
動
産
公
売
会

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収

　

詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す

る
か
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
日
時　

12
月
６
日
（
水
）　

13
時
〜

▼
場
所　

中
予
地
方
局
７
階
大
会
議
室

　
　
（
松
山
市
北
持
田
町
１
３
２
番
地
）

問
愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

　
　
　
　
　
　

☎
９
１
３
―
５
８
０
０

　

     http://w
w
w
.ehim

e-kikou.jp

時▼
場
所　

伊
予
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
（
北
伊
予
）、
松
山
市
農
協
岡
田

野
菜
集
荷
場
（
岡
田
・
松
前
）

▼
対
象
と
排
出
方
法　

･
塩
化
ビ
ニ
ー
ル（
農
ビ
マ
ー
ク
が
あ

る
も
の
）
…
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
製
の
ひ
も

で
縛
る

･
ポ
リ
、
マ
ル
チ
、
肥
料
袋
、
農
薬

ポ
リ
ボ
ト
ル
、
マ
イ
カ
ー
線
、
潅
水

チ
ュ
ー
ブ
、
育
苗
ポ
ッ
ト
、
育
苗
箱
、

タ
イ
べ
ッ
ク
、
寒
冷
紗
、
キ
ャ
リ
ー
、

ロ
ー
ル
ラ
ッ
プ
な
ど
…
マ
イ
カ
ー
線
や

ポ
リ
製
の
ひ
も
で
縛
る

･
糸
入
り
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
、
畦
畔
シ
ー

ト
な
ど

問
松
山
市
農
協
資
材
部

　
　
　
　
　
　

☎
９
６
８
―
１
２
５
５

　

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
産
業

廃
棄
物
で
す
。
農
業
を
す
る
人
は「
自

ら
の
責
任
」で
適
正
に
処
理
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
９
日（
木
）　

９
時
〜
11

お
知
ら
せ

相 

談

募
集

▼
職
務
内
容
　
福
祉
施
設
の
介
護
業
務

▼
勤
務
場
所　

久
谷
荘
、
み
さ
か
荘
、

江
南
荘
（
い
ず
れ
も
松
山
市
恵
原
町
）

▼
勤
務
時
間　

１
日
７
時
間
45
分

▼
賃
金　

月
額
18
万
１
０
０
円
（
９
月

１
日
現
在
）

▼
対
象
者　

地
方
公
務
員
法
第
16
条
各

号
に
該
当
し
な
い
人

▼
定
員　

６
人
程
度

▼
申
し
込
み
方
法　

履
歴
書
（
市
販
の

も
の
）
を
郵
送
（
簡
易
書
留
）
す
る
か
、

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
締
め
切
り　

11
月
14
日
（
火
）
消
印

有
効

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
９
０
―
０
０
０
３

松
山
広
域
福
祉
事
務
組
合
事
務
局

（
松
山
市
役
所
第
四
別
館
４
階
）

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
８
―
６
４
１
６

松
山
広
域
福
祉
施
設
事
務
組
合

臨
時
職
員
（
介
護
員
）

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

▼
日
時　

11
月
13
日（
月
）〜
19
日（
日
）

８
時
30
分
〜
19
時

※
土
・
日
曜
日
は
10
時
〜
17
時

▼
相
談
内
容　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら

の
暴
力
、職
場
な
ど
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
女

性
差
別
、
離
婚
な
ど
の
家
庭
内
問
題
な

ど
、
女
性
の
人
権
問
題
に
関
す
る
相
談

▼
電
話
番
号（
全
国
統
一
）

　
　

☎
０
５
７
０
―
０
７
０
―
８
１
０

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

▼
相
談
担
当
者　

人
権
擁
護
委
員
、
法

務
局
職
員

問
松
山
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
３
２
―
０
８
８
８

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間
で
の
電
話
相
談

消費者力アップ通信

安心して役場の相談窓口にご相談ください！
相談は秘密厳守。匿名でも相談できます。情報提供も受付中です。

▽消費者ホットライン ☎ 188（9時～ 17 時）

▽消費生活相談窓口（産業課内）☎985-4120（毎週㊋・第１㊎は専門相談員）

【アドバイス】
○   「お金が返ってくるのでATMへ行くように」と言われたら、詐欺
　なので、そのまま電話を切りましょう。
○　ATMに行ったり、指示された電話番号に電話をかけたりせず、
　役場の担当部署に電話をかけて確認しましょう。
○　詐欺に気付いたら、すぐに金融機関や警察に連絡しましょう。

【相談事例】
　役場職員を名乗る者から「過去 5年分の健康保険料を払いすぎて
おり、還付金がある。手続きは先月末までだったが、返事がないの
で電話をかけている。後で銀行から電話がある」と電話があった。
その後、銀行員を名乗る者から電話があり、「役場から連絡を受けた。
手続きをするので、スーパーのATMに行くように」と誘導され、案
内されるまま指定された口座に振り込みしてしまった。

ATMでの還付金詐欺に
ご注意を

 I nformation  各機関からのお知らせ
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